
狛江市個人情報保護審議会付議案件シート

【高齢障がい課】

■ 諮 問

□ 報 告
事 項

医療的ケア児生活実態調査に係る保有個人情報の目的外利用及

び外部提供並びに目的外利用及び外部提供に係る通知の要否に

ついて

根 拠 規 定

□①条例第８条第２項第６号

本人外収集

■②条例第12条第２項第４号

目的外利用

■③条例第13条第２項第４号

外部提供

□④条例第14条第２項

電子計算機処理による記

録項目の設定，追加又は

変更

□⑤条例第15条第２項第２号

電子計算機処理による結

合

□⑥条例第44条第２項各号に

掲げる事項

□⑦その他

（ ）

主 管 課 福祉保健部高齢障がい課

事 務 の 名 称 医療的ケア児コーディネート事業

事 務 の 概 要

医療的ケアを必要とする児童の全数把握ができていない状況

を踏まえ，人数及びニーズを把握し，もって必要な支援に繋ぐ

ことを目的として０歳から６歳までの未就学児がいる世帯を対

象にアンケートを実施する。

実 施 時 期 令和３年２月頃

件 数 約4,500件

□収集する個人情報の項目

■目的外利用する

□外部提供する

□記録項目に設定する

□記録項目に追加する

□記録項目に変更する

保有個人情報の項目

基 本 的 事 項 心 身 の 状 況 家 族 状 況 等 社 会 生 活

□識別番号 ■氏名
□本籍 □国籍

■生年月日 □年齢

□性別 ■住所

□電話番号

□電子メールアドレス

□口座情報

□健康状態

□病歴

□身体の特徴

□家族状況

□親族関係

□婚姻

□職業 □職歴

□学歴 □学業

□資格 □賞罰

□成績 □評価

□財産 □収入

□納税状況 □趣味

□公的扶助

そ の 他 の 記 録 項 目

目的外利用

目的外利用をする

個人情報取扱事務

（提供元の事務）

の名称

住民基本台帳事務
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狛江市個人情報保護審議会付議案件シート

【高齢障がい課】

目的外利用をする

個人情報取扱事務

（提供元の事務）

を行う組織の名称

市民生活部市民課

目的外利用の理

由，方法等

（理由，方法等）

住民基本台帳に登録されている対象範囲の

児童を抽出し，その者の郵便番号，住所及び

氏名を宛名ラベルに印刷する方法で目的外利

用を行う。

リストについては，アンケートの封入発送

業務完了後，機密文書廃棄委託契約を締結し

ている委託業者に破棄依頼を行う。

□収集する個人情報の項目

□目的外利用する

■外部提供する

□記録項目に設定する

□記録項目に追加する

□記録項目に変更する

保有個人情報の項目

基 本 的 事 項 心 身 の 状 況 家 族 状 況 等 社 会 生 活

□識別番号 ■氏名

□本籍 □国籍

□生年月日 □年齢

□性別 ■住所

□電話番号

□電子メールアドレス

□口座情報

□健康状態

□病歴

□身体の特徴

□家族状況

□親族関係

□婚姻

□職業 □職歴

□学歴 □学業

□資格 □賞罰

□成績 □評価

□財産 □収入

□納税状況 □趣味

□公的扶助

外部提供

外部提供先の概

要

社会福祉法人足立邦栄会，こまえ工房（再委託

先）

狛江市からの受託実績もあり，セキュリティ

管理も整っているため，提供する個人情報の取

扱いについて，適切に管理取扱いが可能な事業

者である。なお，社会福祉法人足立邦栄会に委

託するアンケートの発送・集計業務のうち，こ

まえ工房へ帳票・封筒の印刷，封入及び封緘，

宛名ラベルの貼付を再委託する。

外部提供の形態

□紙媒体

□電磁的記録媒体

■その他の媒体

（具体的な形態）

郵便番号，住所及び氏名が記載された宛名ラベ

ル

外部提供の理由，

方法等

（理由，方法等）

宛名ラベル貼付作業を外部委託するため。

高齢障がい課障がい者支援係担当職員が高

齢障がい課執務室内にて委託業者に直接手渡

し，委託事業者が厳重な管理のもと事業者施
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狛江市個人情報保護審議会付議案件シート

【高齢障がい課】

設内まで持ち帰る。

外部提供先での個

人情報の管理の方

法

事業者施設内において，セキュリティ環境の

整った室内において施錠が可能な保管庫の中で

厳重に管理する。また，再委託先は，委託法人

と同一法人・同一施設内であり，市が委託業者

に課す保護義務を踏まえた形で再委託を行う。

作業完了後，委託業者から宛名ラベルが貼付

された封筒を高齢障がい課障がい者支援係担当

職員が高齢障がい課執務室内にて直接受け取

る。

外部提供する保有個人情報は，郵便番号，住

所及び氏名が記載された宛名ラベルのみを委託

事業者へ渡す。宛名ラベルは，封筒へ貼付され

全て回収するため，保有個人情報は委託先には

残らない。

外部提供する条

件

個人情報の保護については,狛江市個人情報

保護条例の遵守を徹底させ，委託契約の中で厳

密な取扱いを求めるとともに,個人情報の取扱

いに関する特記仕様書を取り交わすこと。

通知

目的外利用

及び

外部提供

■無

１ 第12条第５項及び第13条第５項の規定の趣旨は，目的

外利用及び外部提供される保有個人情報の本人に対し，

自己情報コントロール権の保障及び当該権利行使の機会

の作出することにある。

２ 本件においては，氏名，住所の抽出及びタックシール

の印刷を全て庁内の職員で行うほか，受託事業者におい

て，媒体の運搬方法・受託事業者における保管場所の施

錠等具体的な取組等により，目的外利用及び外部提供に

よる保有個人情報の漏えいリスクは十分に低減されてい

ると言える。

また，医療的ケアを必要とする児童の人数及びニーズ

を把握し，もって必要な支援に繋ぐため，本件の必要性

は高いものである。

３ 以上の理由により，保有個人情報を目的外利用及び外

部提供することにつき本人が自己情報コントロール権を

行使しないことが一般通常人の立場から明らかであると

いえることから，本件については，同条同項ただし書を

適用し，目的外利用及び外部提供にかかる通知は不要と

いたしたい。

そ の 他 資 料

備 考
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医療的ケア児生活実態調査票

記入日　　令和３年　　月　　日

記入者（任意）

住所 狛江市

氏名

①いる ② →いない調査は以上です。

    ↓
【医療的ケア】

◆　ご記入者（本人から見た続柄）について，当てはまるもの１つ○にを付けてください。

① ② ③ ④ ⑤母　　父　　祖母　　祖父　　その他（　　　　　　　）

◆　本人の現在の状況についてお伺いします。

【性別】 ➀男 ②女 【年齢】　　　歳（記入日時点）

【生年月日】 平成・令和　　年　　月　　日

【手帳】

【小児慢性特定疾病】

➀あり ②申請中 ③なし ④その他（　　　　　）

疾病名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

① ② ③あり（　　　度）　　申請中　　未申請

精神障害者保健福祉手帳

① ② ③あり（　　　級）　　申請中　　未申請

◆　ご家族の中に，下の表に掲げる医療的ケアが必要なお子様（以下，本人といいます。）
　　がいますか。

現在本人に必要な医療的ケアについて，下表で該当するものすべて○にを付けてください。

①　人工呼吸器管理（毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン・NIPPV及びCPAPを含む。）
② ③　気管内挿管または気管切開　　　　鼻咽頭エアウェイ

④　酸素吸入　　　　　　　　　　　　➄１日あたり６回以上の吸引
⑥ ⑦　中心静脈栄養　　　　　　　　　　腸ろうまたは腸管栄養

種別
（複数回答可）

➀ ② ③ ④心臓機能　じん臓機能　呼吸器機能　膀胱又は直腸機能

➄ ⑥ ⑦ ⑧小腸機能　免疫機能　　肝臓機能　　視覚

⑨ ⑩聴覚又は平衡機能　音声機能，言語機能又はそしゃく機能

⑪肢体不自由（上肢・下肢・体幹）
愛の手帳（療育手帳）

⑧　ネブライザー（６回以上／日または２時間以上／回の定期的な使用に限る。）
⑨　経管（経鼻及び胃ろうを含む。）　　　⑩継続的な透析（腹膜かん流を含む。）
⑪ ⑫　人工肛門　　　　　　　　　　　　１日あたり10回以上の定期導尿（人工膀胱含む。）

身体障害者手帳

① ② ③あり（　　　級）　　申請中　　未申請

1/8
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１．本人の状態・病歴・障害の程度について

１－１　本人のADL（日常生活動作）について，当てはまるもの１つ○にを付けてください。

１－３　実施している医療的ケアの頻度について，当てはまるもの１つ○にを付けてくださ
　　　　い。

定期導尿 ➀ ② ③３回未満／日　　３回以上／日　　尿道留置カテーテル

体位変換 ➀ ② ③６回未満／日　　６回以上／日　　その他（　　　　）

その他

ネブライザー ➀ ②１回未満／日　　　　　１～６回／日
③ ④　６回以上／日　　　　　常時使用

経管栄養
➀ ② ③経鼻　　　胃ろう　　　腸ろう

　回数：　　　　回／日

中心静脈栄養　回数：　　　　回／日，１回あたり　　　　時間

在宅酸素療法 ➀ ② ③24時間　　夜間のみ　　その他（　　　　　　　　　）

吸引
➀ ② ③口腔・鼻腔　　カニューレ内　　その他（　　　　　）

回数：➀ ② ③６回未満／日　　６回以上／日　　１回以上／時間

③ ④ ⑤脳炎脳症後遺症　　　外傷後遺症　　　　　先天性奇形症候群，染色体異常症

⑥ ⑦ ⑧先天性骨疾患　　　　神経・筋疾患　　　　慢性呼吸器疾患

⑨ ⑩ ⑪慢性心疾患　　　　　先天性代謝異常症　　血液疾患や悪性腫瘍

⑫ ⑬ ⑭慢性消化器疾患　　　慢性腎尿路疾患　　　その他（　　　　　　　　　）

人工呼吸器管理 ➀ ② ③24時間　　夜間のみ　　その他（　　　　　　　　　）

① ②低酸素脳症（新生児仮死，事故等）　　　　　脳出血，脳梗塞後遺症

項目 ADL（日常生活動作）の状況

姿勢・動作・移動
① ② ③　寝返りできない　　寝返りできる　　　座位を保てる
④ ⑤　這って移動できる　歩いて移動できる（膝立ちを含む。）
⑥　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

気管切開 ➀ ②24時間　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）　

コミュニケーション
① ②　ほとんどできない　目や表情で意思表示できる
③　簡単な身振りや発声で表現できる
④ ⑤　簡単な会話ができる（手話を含む。） 会話ができる（手話を含む。）

食事

➀ ②普通食　　　　　　　　　　　やわらかく調理
③ ④　きざみ食　　　　　　　　　　流動食
➄ ⑥経管栄養剤　　　　　　　　　授乳・ミルク
⑦　その他（　　　　　　　　　）

１－２　障害を有する原因となった病名について，当てはまるものすべて○にをつけ，医師
　　　　から説明されている主な病名を記入してください。（病名：　　　　　　　　　）

2/8
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１－５　本人の健康状態について，当てはまるもの１つ○にを付けてください。

➀安定している ②概ね安定しているが，年１～２回入院を要することがある
③不安定である ④入院治療中である
➄その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

１－６　主たる医療機関の移動手段のうち，最も頻度の高いもの１つ○にを付けてください。

➀自家用車 ②タクシー ③公共交通機関
④通院の必要はない ➄その他（　　　　　　　　　　　　）

１－７　医療機関への受診について，困っていることすべて○にを付けてください。

⑦本人に幼い兄弟・姉妹がおり，やむを得ず一緒に連れて行かなければならない
⑧病院までの道中・院内等，バリアフリー化されてない所がある
⑨その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

➀障害を有する原因になった疾患があることで受診を断られることがある
②通院に時間がかかる（片道：約　　　　　分）
③移動に人手が必要である（約　　　　人）
④通院にかかる交通費の負担が大きい（１回　　　　　　円）
➄訪問診療・往診に対応してくれるところが少ない
⑥緊急時に受け入れてくれる医療機関がない

歯科

その他（１）

その他（２）

訪問診療

訪問看護

訪問リハビリ

１－４　現在ご利用中の医療機関について，記入してください。頻度は最近の状況に最も当て

　　　　はまるもの１つに〇を付けてください。

種別 名称
（不明の場合は空欄でも可）

主たる医療機関

かかりつけ医

週
１
回
程
度

２
週
間
に
１
回
程
度

１
か
月
に
１
回
程
度

数
か
月
に
１
回
程
度

な
し
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２．本人の日常生活について

２－１　平日の日中に過ごしているところすべてに〇を付けてください。

➀自宅
②日中一時支援（週　　　回：事業所名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
③児童発達支援（週　　　回：事業所名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　
④保育園・幼稚園（週　　　回：園名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
➄その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○２－２　日中過ごしている場所で，職員が実施している医療的ケアにを付けてください。

➀口鼻腔内吸引 ②気管吸引 ③注入
④導尿 ➄酸素療法 ⑥その他（　　　　　　　　　）

《利用できない理由》

重症心身障がい児（者）等
在宅レスパイト事業

➀利用している
②利用していない（必要がない）
③利用したいが，できない →理由

児童発達支援

➀利用している
②利用していない（必要がない）
③利用したいが，できない →理由

障がい児相談支援
（計画相談）

➀利用している
②利用していない（必要がない）
③利用したいが，できない →理由

短期入所

➀利用している
②利用していない（必要がない）
③利用したいが，できない →理由

日中一時支援

➀利用している
②利用していない（必要がない）
③利用したいが，できない →理由

居宅介護（ヘルパー）

➀利用している
②利用していない（必要がない）
③利用したいが，できない →理由

重度訪問介護

➀利用している
②利用していない（必要がない）
③利用したいが，できない →理由

③２－３　次の障害福祉サービス等について，利用状況を記入してください。「 利用した

　　　　いが，できない」を選んだ場合は，（ア）～（カ）のうち当てはまる理由すべて
　　　　に〇をご記入ください。

　（ア）医療的ケアによる理由　　　　　　　　（イ）利用枠が空いていない
　（ウ）施設等の構造　　　　　　　　　　　　（エ）職員体制（例：経験，人数）
　（オ）本人の行動（例：多動，自傷行為）　　（カ）その他

項目 利用状況
利用できない理由

(ア) (イ) (ウ) (エ) (オ) (カ)

4/8
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➀どのようなサービスが利用できるかわからない
②サービスを利用するための手続きがわからない
③サービスを提供してくれる事業所がない
④利用できるサービスの量（日数・時間数・回数）が足りない
⑤サービスの質が十分ではない
⑥サービス利用にかかる費用の負担が大きい
⑦医療的ケアを理由にサービス利用を断られたことがある
⑧障害の種類や程度がサービス利用の基準に合わないため利用できない
⑨利用したいサービスがない
⑩その他
⑪困っていることはない
⑫サービス利用の必要はない

理由欄

３．在宅療養開始時の準備についてお伺いします。

３－１　在宅療養を始めるときに誰かに相談しましたか。

➀相談した ②相談しなかった ③相談したかったが誰にもできなかった

○当てはまるものすべてにを付けてください。

３－２　退院時に不安だったことや，あってよかった支援等があれば記入してください。

③ ④　訪問看護師　　　　　　　　　　　　かかりつけの診療所の医師

➄ ⑥保健所保健師　　　　　　　　　　　市町村保健師

⑦ ⑧　市町村の福祉部の職員　　　　　　　相談支援専門員

⑨ ⑩　家族・親族・知人　　　　　　　　　インターネット

⑪　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

２－４　サービスの利用について困っていることすべてに〇を付けてください。具体的な
　　　　理由がある場合は，理由欄に記入してください。

➀ ②医療機関のソーシャルワーカー　　　病院主治医・看護師

5/8
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４．ご家族の生活状況についてお伺いします。

➀父 ②母 ③祖父
④祖母 ➄兄（　　人） ⑥姉（　　人）
⑦弟（　　人） ⑧妹（　　人） ⑨その他（　　　　　　　　）

➀母 ②父 ③　祖母 ④　祖父 ➄その他（　　　　　　　　）

４－３　主たる介護者の年齢に当てはまるもの１つ○にを付けてください。

➀ 20歳代 ② 3 0歳代 ③ 4 0歳代 ④ 5 0歳代 ➄ 60歳以上

４－４　同居のご家族の中で，本人以外に育児や介護の必要な方がいますか。

➀いる（具体的に：　　　　　　　　　　　） ②いない

４－５　以下は，主たる介護者の生活状況についてお伺いします。

（１）健康状態について，当てはまるもの１つ○にを付けてください。
➀良好 ②普通
③不良（通院なし） ④不良（通院中：月　　　回）

（２）就労について，当てはまるもの１つ○にを付けてください。

➀就労希望はない ②就労したいが介護のためできない
③就労している

（３）主たる介護者に代わって介護をお願いできるすべての方に〇を付けてください。

【予定がわかるとき】

⑤福祉事業者（居宅介護・短期入所・通所） ⑥その他（　　　　　　　　　　　　　）

【緊急時】

⑤福祉事業者（居宅介護・短期入所・通所） ⑥その他（　　　　　　　　　　　　　）

４－２　主に介護を行っている方（以下「主たる介護者」といいます）１つに〇を付けてく
　　　　ださい。

４－１　本人の家族構成（同居している方）について，当てはまるものすべてに〇を付けて
　　　　ください。

① ② ③ ④いない　　　　同居の家族　　　　別居の親族　　　　訪問看護師

① ② ③ ④いない　　　　同居の家族　　　　別居の親族　　　　訪問看護師

6/8
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４－６　以下の質問について，それぞれ最も近いところ１つ○にを付けてください。

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

狛江市児童発達支援センターに通わせたい
○（すでに通っている方は５に）

狛江市児童発達支援センターに行ったこと
がある

狛江市児童発達支援センターを知っている

小学校は地域の公立に通わせたい

設問
当てはまらない　　　　　　　当てはまる

保育園・幼稚園等に通わせたい
○（すでに通っている方は５に）

必要な用事を済ませる時間がない

趣味・余暇の時間が作れない

本人以外の介護や育児

経済的負担・不安

悩みの共有ができるネットワークがない

頼れる人や相談相手がいない

制度やサービスがわかりにくい

福祉・医療サービスの手続き

医療的ケア等の健康管理

設問
負担　低　　　　　　　　　　負担　高

介護に伴う身体的・精神的負担

7/8
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５．災害対策についてお伺いします。

５－１　災害時に備えて保有している医療機器の予備動力について

５－２　避難行動要支援者名簿をご存知ですか。

➀知っている ②知らない

記載済み・手続き中・未記載　（いずれか１つに〇）

①知っている　【避難場所：　　　　　　　　　　　　　　】 ②知らない

６．自由記述

ご不安なこと・相談したいこと・あったら嬉しいことや便利なこと等々，ご自由にお書きくだ
さい。

自家発電の燃料
あり（総使用可能時間：　　　時間・不明）

なし

その他

５－３　最寄りの災害時集合場所をご存じですか。

人工呼吸器や吸引器等の医療機器に使用する
予備電源

あり（総使用可能時間：　　　時間・不明）

なし

在宅酸素療法に使用する予備の酸素ボンベ
あり（総使用可能時間：　　　時間・不明）

なし

8/8
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狛江市個人情報保護審議会付議案件シート

【健康推進課】

■ 諮 問

□ 報 告
事 項

子育て世代包括支援センター業務に伴う情報共有等に関する目

的外利用及び目的外利用に係る通知の要否について

根 拠 規 定

□①条例第８条第２項第６号

本人外収集

■②条例第12条第２項第４号

目的外利用

□③条例第13条第２項第４号

外部提供

□④条例第14条第２項

電子計算機処理による記

録項目の設定，追加又は

変更

□⑤条例第15条第２項第２号

電子計算機処理による結

合

□⑥その他（ ）

主 管 課 福祉保健部健康推進課

事 務 の 名 称 子育て世代包括支援センター業務

事 務 の 概 要

「児童福祉法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第63

号)において，母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の改正

が行われ，妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行

う「子育て世代包括支援センター」(法律上の名称は「母子健

康包括支援センター」という。)が新たに規定され，市町村は

同センターを設置するように努めなければならないこととされ

た。また，政府としては，「ニッポン一億総活躍プラン」(平成

28年6月2日閣議決定)に基づき，子育て世代包括支援センター

については，令和２年度末までの全国展開を目指し取り組むこ

ととされている。狛江市においても令和３年３月設置を予定し

ている。

子育て世代包括支援センターは，主として妊産婦及び乳幼児

並びにその保護者を対象とし，妊娠期から子育て期にわたり，

母子保健施策と子育て支援施策を切れ目なく提供するため，実

情を把握し，妊娠・出産・育児に関する各種の相談に応じ，必

要に応じて支援プランの策定を行う。

また，同じ法改正により，管内に所在する全ての子どもとそ

の家庭及び妊産婦等を対象とし，その福祉に関し，必要な支援

に係る業務を行い，特に要支援児童及び要保護児童等への支援

業務の強化を図る「市区町村子ども家庭総合支援拠点」の整備

が努力義務とされたことを受けて，狛江市では狛江市子ども家

庭支援センターを指定し，子育て家庭や妊産婦が教育・保育施

設のほか，地域子ども・子育て支援事業，保健・医療・福祉等

の関係機関を円滑に利用できるようにするための「利用者支援

事業」についても，国が区分する3類型（基本型・母子保健

型・特定型）を全て実施している。

これら一連の母子保健施策及び子育て支援施策について，狛

江市においては，それぞれ別の主担当機関が機能を担っている

ため，適切に情報を共有しながら，子どもの発達段階や家庭の

状況等に応じて支援を継続して実施することとなる。
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狛江市個人情報保護審議会付議案件シート

【健康推進課】

実 施 時 期 令和３年４月から

件 数 妊婦，0～18歳までの児及びその保護者等（10～20件/月程度）

□収集する個人情報の項目

■目的外利用する

□外部提供する

□記録項目に設定する

□記録項目に追加する

□記録項目に変更する

保有個人情報の項目

基 本 的 事 項 心 身 の 状 況 家 族 状 況 等 社 会 生 活

□識別番号 ■氏名

□本籍 ■国籍

■生年月日 ■年齢

■性別 ■住所

■電話番号

■電子メールアドレス

□口座情報

■健康状態

■病歴

■身体の特徴

■家族状況

■親族関係

■婚姻

■職業 ■職歴

■学歴 ■学業

□資格 □賞罰

□成績 □評価

□財産 ■収入

□納税状況 ■趣味

■公的扶助

そ の 他 の 記 録 項 目
かかわりの経過，利用サービスの状況，健康診査の結果，予防

接種状況

目的外利用

目的外利用をする

個人情報取扱事務

（提供元の事務）

の名称

母子保健事業事務

母子保健事業に関する事務を実施するに

当たり，次のような業務の中で個人情報を

取り扱っている。

（１）妊娠の届出に関する事務（母子保健

法第15 条，第16 条，第22 条関係）

妊娠届出の受理や事実確認を行い，母子健

康手帳の交付を行う。

（２）妊婦支援相談事業に関する事務（母

子保健法第10 条，第22 条関係）

安心・安全な妊娠，出産のため，母子健康

手帳交付時に妊婦と面接し，妊婦の不安を

軽減するとともに，出産後の育児について

出産前から支援が必要と思われる妊婦（特

定妊婦）等に継続的な支援を実施する。

（３）妊婦一般健康診査に関する事務（母

子保健法第13 条，第22 条関係）

安全な分娩と健康な子の出産のため，妊娠

又は出産に支障を及ぼすおそれのある異常

を早期に発見するとともに適切な指導を行

い，妊婦の健康の保持増進を図る。

（４）出産連絡に関する事務（母子保健法

第10 条，第11 条，第22 条関係）

出産連絡票を受理し，母子保健訪問指導の

対象者を把握する。

（５）妊産婦・新生児訪問指導に関する事

務（母子保健法第10 条，第11 条，第17～

19 条，第22 条関係）

妊産婦や新生児の健康の保持増進のため，
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狛江市個人情報保護審議会付議案件シート

【健康推進課】

保健師・助産師等が妊産婦や新生児の保護

者に対して訪問指導を実施する。

（６）乳幼児健康診査業務に関する事務

（母子保健法第12 条，第13 条，第22 条

関係）

乳幼児の疾病や障がいを早期に発見し，早

期治療・早期療育に結びつけるため，乳幼

児に対し健康診査を実施する。

（７）児童虐待予防に関する事務

（母子保健法第５条，第10～13 条，第17

～19 条，第22 条関係）

母子保健事業に関する事務を通じて虐待兆

候を早期に発見し，保護者の不安や訴えを

受け止めつつ，福祉施策の活用等により児

童虐待を防止する。

目的外利用をする

個人情報取扱事務

（提供元の事務）

を行う組織の名称

健康推進課保健予防係

目的外利用の理

由，方法等

（理由）

狛江市において，子育て世代包括支援セン

ターを設置することに伴い，子育て世代包括

支援センター担当課にあたる健康推進課が有

した母子保健事業事務に係る個人情報を，子

育て支援施策担当課である子ども政策課，子

ども発達支援課と情報共有し，同センターの

目的である妊娠・出産・子育てに関する各種

の相談に応じ，必要に応じて支援プランの策

定や，地域の保健医療又は福祉に関する機関

との連絡調整を行い，母子保健施策と子育て

支援施策との一体的な提供を通じて，妊産婦

及び乳幼児の健康の保持及び増進に関する包

括的な支援を行うことにより，もって地域の

特性に応じた妊娠期から子育て期にわたる切

れ目のない支援を提供する体制を構築するた

めである。

（方法）

情報共有の必要な児童やその保護者等の情

報を，支援の方法を協議する会議の場におい

て，紙媒体，電磁記録的媒体，口頭で情報提

供する。

通 知

目的外利

用

□有

□事前 □事後

（方法）

■無

（理由）

１ 第 12 条第５項の規定の趣旨は，目的外利用

される保有個人情報の本人に対し，自己情報コ
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狛江市個人情報保護審議会付議案件シート

【健康推進課】

ントロール権の保障及び当該権利行使の機会の

作出をすることにある。

２ しかし，本件においては,事業目的を共有し

た庁内担当課間の情報共有ため,目的外利用に

よる保有個人情報の漏えいのリスクは非常に

低いといえる。

また，本件事業は，母子保健施策と子育て支

援施策との一体的な提供を通じて，妊娠期か

ら子育て期にわたる切れ目のない支援を提供

することを目的とするため，必要性が非常に

高いため，本件目的外利用の必要性が高いと

いえる。

３ そのため，保有個人情報を目的外利用するこ

とにつき本人が自己情報コントロール権を行

使しないことが一般通常人の立場から明らか

であるといえる。

よって，本件については，同条同項ただし

書を適用し，目的外利用にかかる通知は，不

要といたしたい。

そ の 他 資 料

備 考
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狛江市個人情報保護審議会付議案件シート

【指導室】

■ 諮 問

□ 報 告
事 項

ＷＥＢＱＵに係る電子計算機処理による記録項目の設定につい

て

根 拠 規 定

□①条例第８条第２項第６号

本人外収集

□②条例第12条第２項第４号

目的外利用

□③条例第13条第２項第４号

外部提供

■④条例第14条第２項

電子計算機処理による記

録項目の設定，追加又は

変更

□⑤条例第15条第１項第２号

電子計算機処理による結

合

⑥その他（ ）

主 管 課 教育部指導室

事 務 の 名 称 ＷＥＢＱＵ

事 務 の 概 要

ＷＥＢＱＵとはエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式

会社が提供する，学校経営サポートツールであり，市内小中学校

の児童・生徒を対象に不登校やいじめ防止，あたたかな人間関

係づくりのためのアンケートをＷｅｂ上で実施し，集計するも

のである。

アンケート実施後すぐに結果が出るため，児童・生徒への対

応が早くなり，また，複数の教員で結果を一度に共有できるの

で，一貫した指導が可能となる。

学校とＷＥＢＱＵサービス間のインターネット通信について

は、ＳＳＬ通信による暗号化を行い、通信の盗聴や改ざんが行

われないようになっている。

なお，結果の集計業務委託に伴う個人情報の外部提供（学校

名，学年，学級，出席番号，氏名及び性別が書かれた調査用紙

を委託事業者に提出）については，平成23年11月10日の個人情

報保護審議会において諮問され，個人情報を適切に管理するこ

とを前提として，認められている。

実 施 時 期 令和３年６月及び11月

件 数 約5,100件

□収集する個人情報の項目

□目的外利用する

□外部提供する

■記録項目に設定する

□記録項目に追加する

□記録項目に変更する

保有個人情報の項目

基 本 的 事 項 心 身 の 状 況 家 族 状 況 等 社 会 生 活

□識別番号 ■氏名

□本籍 □国籍

□生年月日 □年齢

■性別 □住所

□健康状態

□病歴

□身体の特徴

□家族状況

□親族関係

□婚姻

□職業 □職歴

□学歴 □学業

□資格 □賞罰

□成績 □評価
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狛江市個人情報保護審議会付議案件シート

【指導室】

□電話番号

□電子メールアドレス

□口座情報

□財産 □収入

□納税状況 □趣味

□公的扶助

そ の 他 の 記 録 項 目 学年，出席番号，児童・生徒の回答内容

電子計算機処理によ

る記録項目の設定，

追加又は変更

【記録項目の設定，追加又は変更をする電子計算機処理の概要】

入力していただいた情報は市とも契約実績があるエヌ・ティ・

ティ・コミュニケーションズ株式会社のクラウドサーバー上に保

管し，回答結果についてはアカウントを付与された教員のみが確

認することができる。

そ の 他 資 料

備 考
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狛江市個人情報保護審議会付議案件シート

【子ども政策課】

□ 諮 問

■ 報 告
事 項

狛江市新生児世帯応援給付金給付事業の対象者抽出に伴う目的外

利用及び目的外利用に係る通知の要否について

根 拠 規 定

□①条例第８条第２項第６号

本人外収集

■②条例第12条第２項第４号

目的外利用

□③条例第13条第２項第４号

外部提供

□④条例第14条第２項

電子計算機処理による記

録項目の設定，追加又は

変更

□⑤条例第15条第１項第２号

電子計算機処理による結

合

⑥その他（ ）

主 管 課 子ども家庭部子ども政策課

事 務 の 名 称 狛江市新生児世帯応援給付金給付事業

事 務 の 概 要

新型コロナウイルス感染症の影響による子育て家計への支援と

して新生児がいる世帯に給付金を支給する。

●対象者

・令和２年４月28日～令和３年４月１日に出生し、出生日から申

請日まで引き続き市内に住民登録がされている子どもがいる世帯

●内容，支給額

・支給額：100,000円/子

・封入作業については，市で行い、12月10日時点で住民基本台帳

に登録されている方については郵送した。それ以降の方は窓口で

案内する。

実 施 時 期 令和２年12月中旬から

件 数 約650世帯

□収集する個人情報の項目

■目的外利用する

□外部提供する

□記録項目に設定する

□記録項目に追加する

□記録項目に変更する

保有個人情報の項目

基 本 的 事 項 心 身 の 状 況 家 族 状 況 等 社 会 生 活

■識別番号 ■氏名

□本籍 □国籍

■生年月日 ■年齢

□性別 ■住所

□電話番号

□電子メールアドレス

□口座情報

□健康状態

□病歴

□身体の特徴

■家族状況

□親族関係

□婚姻

□職業 □職歴

□学歴 □学業

□資格 □賞罰

□成績 □評価

□財産 □収入

□納税状況 □趣味

□公的扶助

そ の 他 の 記 録 項 目
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狛江市個人情報保護審議会付議案件シート

【子ども政策課】

目的外利用

目的外利用をする

個人情報取扱事務

（提供元の事務）

の名称

住民基本台帳事務

目的外利用をする

個人情報取扱事務

（提供元の事務）

を行う組織の名称

【市民生活部市民課】

・住民基本台帳事務

目的外利用の理

由，方法等

（理由，方法等）

理由：各種事業対象者に対しあらかじめ通知

を送付することで，早急な支援を漏れなく実

施するため。

方法：住民基本台帳事務で使用している情報

を利用する。

通 知
目的外

利用
■無

（理由）

１ 第 12 条第５項の規定の趣旨は，目的外利用

される保有個人情報の本人に対し，自己情報コ

ントロール権の保障及び当該権利行使の機会の

作出をすることにある。

２ しかし，本件は，対象者に対しあらかじめ通

知を送付することで，早急な支援を漏れなく

実施することを目的としていることから対象

者にとって不利益となる可能性が限りなく低

い一方で必要性が非常に高いといえるため，

本件目的外利用の必要性が高いといえる。

また，本件においては,市民課が保有してい

る住民基本台帳情報であり，かつ，外部提供を

伴う事務でないため,目的外利用による保有個

人情報の漏えいのリスクは非常に低いといえ

る。

３ そのため，保有個人情報を目的外利用するこ

とにつき本人が自己情報コントロール権を行

使しないことが一般通常人の立場から明らか

であるといえる。

よって，本件については，同条同項ただし

書を適用し，目的外利用に係る通知は，不要

といたしたい。

そ の 他 資 料

備 考
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・新型コロナウイルス拡大防止対策の影響を受ける子育て家庭の家計支援の一環として、令和2年4月28日（＝国の臨時定
額給付金の基準日の翌日）以後に出生し、引き続き狛江市に住民登録のある子どもがいる世帯に対し、『狛江市新生児世帯
応援給付金』を支給する。

○事業概要

○申請から支給までの流れ

・対象世帯には12月中旬に申請書を送付。それ以降に届出のあった新生児分は出生届提出時に窓口で案内する。
・申請方法は、オンライン（※推奨）、郵送、持参のいずれか。申請後、2 3週間程度で指定の口座に振込み。

R2.4月 ……… 11
月

12月               ……
R3.3月

R3.4月

名称 対象 内容

新生児世帯応援給付金 令和2年4月28日から令和3年4月1日までに出生し、出生日から
申請日まで引き続き狛江市に住民登録をしている新生児がいる世
帯
（想定 650世帯）

新生児1人につき10万
円を給付

■狛江市 新生児世帯応援給付金

©2020 Children's Policy Division of KOMAE-city

12/中旬
個別通知
発送

※審査が終了し次第、指定口座に振込み

(準備作業)

4/30
申請締切

11/27
予算案議決

申請受付（オンライン、郵送、持参）

対象期間
郵送で案内 窓口で案内

R2.4/28 R3.4/1

3
3


